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令和８年度 加東市公開型ＧＩＳ構築業務委託 

事業者選定に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨  

  本実施要領は、「令和８年度 加東市公開型ＧＩＳ構築業務委託」の受託候補者

を企画提案競争方式により選定するために必要な手続等について定めるものとす

る。 

 

２ 業務の概要 

(１)  業務名 

令和８年度 加東市公開型ＧＩＳ構築業務委託 

(２)  業務の目的 

 本業務は、電話・窓口依存に起因する市民・事業者の不便を解消することを目

的として、公開型ＧＩＳを導入するものである。当市が所持する地図情報をオン

ラインで公開することにより、来庁に伴う移動時間や待ち時間、電話連絡をする

時間や手間を軽減し、市民・事業者の利便性向上を図る。あわせて、これまで窓口

や電話で行われてきた問合せ件数及び１件当たりの応対時間の削減により職員の

業務効率化を実現し、効率化した時間でより高い市民サービスを創出する時間に

充てる。 

(３)  業務の内容 

 加東市公開型ＧＩＳの構築 

(４)   委託期間 

 システム構築期間 

  契約締結日の翌日から令和９年２月２８日まで 

 システム運用期間 

本稼働の開始日（令和９年３月１日）から令和１４年３月３１日まで 

   運用期間終了後、特に運用に支障を生じなかった場合は以後１年ごとに契約 

を行う。 

(５)   見積限度額 

① 構築業務の見積限度額 ２，９９２千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※この金額は、契約時の予定額を示すものではなく、予算の規模を示すためのも

のであり、本業務（構築費用）の総額である。上記の金額には、本稼働の開始

日（令和９年３月 1日）から発生する運用保守業務の費用は含まないものとす

る。 
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② 付帯条件 

運用保守業務契約は、令和９年３月１日から令和９年３月３１日までと、令和

９年４月１日から令和１４年３月３１日までの２つの期間に分けて、それぞれ

別途締結するものとする。このうち、令和９年３月１日から令和９年３月３１日

まで（１か月）の運用保守業務契約の参考限度額は、１２５千円（消費税及び地

方消費税を含む。）とする。 

受託者は、令和９年４月１日から令和１４年３月３１日における運用保守に

係る契約について、６０か月の契約（長期継続契約）が可能であること。 

運用保守業務契約の締結にあたり、令和９年３月１日から令和９年３月３１

日の１か月分については、上記参考限度額を参考のうえ適正な金額を提示する

こと。 

なお、この参考限度額はプロポーザル時の提案金額の目安を示すものであり、

契約時の予定額を示すものではない。（プロポーザル時の価格審査は、構築業務

費用及び運用保守業務費用（６１か月分）の合計をもって行う。 

 

３ 参加資格 

  参加事業者は、次のすべての要件を満たす者とする。 

(１)  「令和８年度加東市入札参加資格申請書名簿」で役務提供の登録をしている

者であること。ただし、当該登録を行っていない者であっても、次の各項目に

掲げる書類を提出し、本市入札参加資格者としての基準を満たすことが認めら

れる者については、当該登録を行っている者と同様の資格があるとみなす。 

① 登録登記事項証明書又は履歴事項全部証明書 

② 取引先一覧及び会社の概要 

③ 財務諸表（直近１年）法人貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書 

④ 直近年度の国税（法人税並びに消費税及び地方消費税の未納が無いことが確

認できる納税証明書：その３の３）、都道府県税（事業税及び都道府県民税）及

び市町村民税すべての納税証明書 

⑤ 印鑑証明書（証明年月日が参加申込書提出前３か月以内） 

(２) 入札申込期限日において、加東市の指名停止基準に基づく指名停止を受けてお

らず、同基準に基づく指名停止の措置要件に該当しないこと。 

(３) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定に

基づく本市の入札参加資格基準による入札参加の資格制限に該当しないこと。 

(４) 公告日現在に会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による

更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条

の規定による再生手続開始の申立てがなされていない事業者であること。 
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(５) 加東市における暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年加東市条例第２

２号）第２条（第４号を除く）に規定するものでないこと。 

(６) 指名競争入札参加資格審査申請において、提出された書類の記載事項に虚偽が

ないこと。 

(７) 令和３年度から令和７年度までに地方公共団体において公開型ＧＩＳ構築業

務を元請として受託し履行を完了した実績を有する者。 

(８) JISQ15001 に基づく第三者認証（プライバシーマーク等）又は ISMS

（ISO/IEC27001、JIS Q 27001）認証を取得していること。 

 

４ 本業務に係る全体スケジュール 

  本業務に係る全体のスケジュールは次のとおりとする。ただし、審査委員会の判

断により適宜調整することがある。 

内  容 日  程 

１ 加東市指名競争入札参加者等審査会への付議 令和８年６月１０日(水) 

２ 加東市プロポーザル審査委員会 令和８年６月２２日(月) 

３ 実施の公告（実施要領等の交付） 令和８年６月２４日(水) 

４ 参加申込書等の提出期日 令和８年７月 ３日(金) 

５ 一次審査（参加資格審査）結果通知 令和８年７月１０日(金) 

６ 質問書の提出期日 令和８年７月１７日(金) 

７ 質問書の回答期日 令和８年７月２４日(金) 

８ 辞退届の提出期日 令和８年７月３１日(金) 

９ 企画提案書等の提出期日 令和８年８月 ７日(金) 

10 二次審査（プレゼンテーション） 令和８年８月１７日(月) 

11 二次審査結果通知（予定） 令和８年８月２１日(金) 

 

５ 募集内容 

(１)  募集方法   本市ホームページで募集する。 

(２)  参加申込み  所定の様式により、持参、郵送又は電子メールで受け付ける。 

 

６ 参加申込書等の提出 

  本プロポーザルに参加する場合は、次のとおり参加申込書等を提出すること。 

(１)  提出期日  

令和８年７月３日（金）午後５時１５分まで 

(２)  提出書類【各１部】 
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① 参加申込書（様式１） 

② 会社概要書（様式２） 

③ 類似業務の実績（任意様式） 

④ 業務実施体制表（様式３） 

⑤ 【別紙３】非機能要件一覧 

  ⑥ 「３ 参加資格」（１）の「令和８年度加東市入札参加資格申請書名簿」に登

録のない場合は、同項①から⑤までに掲げる各書類 

(３)  提出方法 

持参、郵送（書留郵便、期限必着）又は電子メールで提出すること。 

ただし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から

午後５時１５分までの間に提出すること。 

(４)  提出場所 

 兵庫県加東市社５０番地 

 加東市まちづくり政策部デジタル推進課 担当：松井、奥山 

 電子メールアドレス：joho@city.kato.lg.jp 

 

７ 一次審査（参加資格審査） 

  参加資格を満たした参加者が提出した書類により参加資格要件を満たしているか

どうかを審査する。この結果、参加資格がないと認めた場合は失格とする。 

  また、参加資格を満たす事業者が４者以上の場合、提出書類により別表の審査基

準「1.体制及び実績」及び「9. 非機能要件（適合度）」について、書類審査を行い、

上位３者を選定する。 

(１) 一次審査結果の通知 

① 通 知 日  令和８年７月１０日（金） 

② 通知方法  全企画提案書等提出者に電子メールにより通知する。 

③ 二次審査対象者とならなかった者は、その理由について次のとおり書面（様

式は任意）により市長に対し説明を求めることができる。この場合において、

説明を求められたときは、市長は速やかに書面でその理由を説明するものとす

る。 

   ア 提出期限  令和８年７月１７日（金）午後５時１５分まで 

イ 提出場所  「６（４）」に同じ 

ウ 提出方法  持参によること 

 

８ 質問及び回答 

  質問事項がある場合は、質問書（様式４）により、電子メールにて提出すること。

mailto:joho@city.kato.lg.jp
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なお、電子メールを送信したときは、必ず送信したことを電話で確認すること。 

(１) 提出期日 

令和８年７月１７日（金）午後５時１５分まで 

(２) 質問書の回答 

令和８年７月２４日（金）午後５時１５分までに、参加資格を満たした参加

者全員に対し、随時電子メールで回答する。また、全ての質問に対する回答を

参加者全員に行う。なお、質問者名は明記しない。 

(３） 提出先 

 電子メールアドレス：joho@city.kato.lg.jp 

 電話番号：０７９５－４３－０５２９ 

 連絡先：加東市まちづくり政策部デジタル推進課 担当：松井、奥山 

 

９ 辞退届の受付 

  本プロポーザル参加申込書の提出後に本プロポーザルの参加を辞退しようとする 

者は、次のとおり辞退届（様式５）を市長に提出するものとする。 

(１) 提出書類  辞退届 

(２) 提出部数  １部 

(３) 提出期日  令和８年７月３１日（金）午後５時１５分まで 

(４) 提出方法  「６（３）」に同じ 

(５) 提出場所  「６（４）」に同じ 

 

10 企画提案書等の作成及び提出 

  参加資格を満たした参加者は、次のとおり企画提案書等を提出すること。 

(１)  企画提案書の作成 

  企画提案書は、企画提案書（様式６）に基づき作成すること。 

(２)  企画提案書等の提出 

① 提出期日  令和８年８月７日（金）午後５時１５分まで 

② 提出書類及び提出部数 

項番 提出書類 様式等 部数 

１ 企画提案書 様式６の①～⑧ ・正本１部 

・電子データ１部（ＣＤ等） 

※項番３の提出は任意 

２ 機能要件一覧 【別紙２】機能要件一覧 

３ 会社案内のパンフレット 任意 

４ 構築業務委託見積書 様式７ 

５ 運用保守業務委託見積書 様式８ 

mailto:joho@city.kato.lg.jp
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③ 提出方法   

持参又は郵送（書留郵便、期限必着）で提出すること。 

ただし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から

午後５時１５分までの間に提出すること。 

④ 提出場所  「６（４）」に同じ 

 

11 二次審査（プレゼンテーション） 

  二次審査（プレゼンテーション）は非公開とし、二次審査対象者は、次によりプ

レゼンテーションを行うこと。 

 (１) 二次審査実施日  令和８年８月１７日（月） 

各二次審査対象者の開始予定時刻は別途通知する。 

(２) 二次審査はプレゼンテーション及び質疑応答により、企画提案書の内容に基

づき行うこと。（デモンストレーション含め説明は、４５分以内とすること。ま

た、説明後１５分以内質疑応答を行うものとする。） 

なお、プレゼンテーション実施に係るパソコン等の準備品については、二次

審査対象者が準備すること。ただし、設置に要する時間は、５分以内とし、プ

レゼンテーションの時間には含めない。 

 (３) プレゼンテーションは、加東市プロポーザル審査委員会（以下「委員会」と

いう。）に対して行うものとし、当該プレゼンテーション内容により委員会委員

が採点する。 

 

12 審査の結果 

(１) 審査 

    別表の審査基準に基づき評価を行い、評価点合計が最も高い者を受託候補者

として選定し、併せて次点者も選定する。なお、評価点数が同じ場合は、別表

の審査基準「3.システムの操作性（住民・事業者）」について、評価点数が高い

ものを上位者とする。なお、全参加者の点数（委員会委員の点数の合計）が、

満点（８００点）の６割を超えない場合は不調とし、改善事項を書面により提

出させ、再度委員会を開催するものとする。 

また、参加申込者は１者であっても一次及び二次審査を行い、同様の基準に

より受託候補者を選定する。 

(２) 審査結果の通知 

  ① 受託候補者を選定したときは、速やかに二次審査対象者全者に対し、電子メ

ールにより通知するものとする。 

ア 通知予定日 令和８年８月２１日（金） 
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イ 通知内容  審査結果 

ウ 通知方法  全二次審査参加者に電子メールにより通知する。 

エ 受託候補者に選定されなかった者は、その理由について次のとおり書面（様

式は任意）により市長に対し説明を求めることができる。この場合において、

説明を求められたときは、市長は速やかに書面でその理由を説明するものと

する。 

(ア) 提出期限  令和８年８月２８日（金）午後５時１５分まで 

(イ) 提出場所  「６（４）」に同じ 

 (ウ) 提出方法  持参によること 

オ 審査結果に対する異議は、一切受け付けない。 

(３) 選定結果の公表 

    受託候補者を選定したときは、加東市ホームページ上で公表する。 

    公表の内容は、各参加者の総評価点及び選定の結果とする。なお、本市にお

いて審査結果等を公表するまでは二次審査対象者において、第三者に公表して

はならない。 

 

13 契約の締結 

  本市は、受託候補者に選定された者と契約の交渉を行う。なお、受託候補者の企

画提案が無効となった場合や契約交渉が不調等により契約締結に至らない場合は、

次点者と契約締結の交渉を行う。 

 

14 情報公開及び提供 

(１) 本業務の受託者となった者から提出された書類（企画提案書等を含む。）につ

いては、加東市情報公開条例（平成１８年加東市条例第１６号）の規定により、

請求に基づき開示する。 

(２) 本公募型企画提案競争の実施に関する情報（参加者から提出された資料を含

む。）は、加東市情報公開条例の規定により、請求に基づき開示することがある。 

 

15 その他 

(１)  参加申込書及び企画提案書の提出は、１者につき１案とする。 

(２)  提案に係る一切の費用は提案者の負担とする。 

(３)  提出された書類は返却しない。 

(４)  提出された書類の受領後の差し替えは原則認めない。 

(５)  プロポーザルの参加者数、選定結果及び評価の概要は公表することがある。 

(６)  審査結果に関する異議は一切受け付けない。 
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(７) 本実施要領等に基づき提出された書類等は、当該提出者に断りなく目的外に

使用しない。 

(８) 問い合わせ及び担当部局 

〒673-1493 兵庫県加東市社５０番地 加東市役所 

まちづくり政策部デジタル推進課  担当：松井、奥山 

TEL（0795）43-0529（直通）、FAX（0795）42-5055 

E-mail：joho@city.kato.lg.jp 

mailto:joho@city.kato.lg.jp


（別表）審査基準 

 

 

 

確認項目 No. 確認事項 確認内容 評価点 

1.体制及び実績 

事務局採点 1-1 類似業務の実績 

公開型ＧＩＳ導入業務を

地方公共団体で元請受託

し履行完了した実績があ

るか 

40  

事務局採点 1-2 
担当者の資格・経

験 

管理・担当・照査技術者

が公開型ＧＩＳに関する

資格・実績を有している

か 

40 

  

  
    項目計 80 

2.業務実施方針・体制・工程 

  2-1 目的・課題の理解 

本業務の目的・条件を十

分理解し、本市の課題解

決に向けた的確な方針と

なっているか 

 30 

 2-2 役割分担の明確さ 

適切な人員配置と、本市

職員の作業内容・期間を

含む役割分担が明確か 
30 

 2-3 
スケジュールの実

効性 

導入時期を見越した実効

性のある工程計画・工程

管理の工夫が示されてい

るか 

30 

  

  
    項目計 90 

3.システムの操作性（住民・事業者）  

  

  
3-1 

ＵＩの分かりやす

さ 

利用者にとって直感的に

操作可能で、次の操作に

迷わないＵＩであるか 

50  

 3-2 多端末対応 

マルチデバイス対応で、

ＰＣ／スマホ／タブレッ

トで快適に操作できるか 

50 

 3-3 端末別の操作性 

マウスのドラッグや指の

ピンチイン／アウト等、

端末に応じた操作性を実

現しているか 

50 

 3-4 ＧＰＳ連携 

スマホ／タブレットのＧ

ＰＳ連携により、現在地

起点で使いやすいか 

30 

       項目計 180 



 

 

 

4.システムの機能性 

 4-1 対応可否・対応率 

機能要件への対応可否を

確認し、対応範囲の充実

度を評価（未対応の改修

費・代替案は参考確認） 

 60 

 4-2 検索の充実度 

住所・施設名・キーワー

ド等の検索が充実し、容

易に目標物を検索できる

か 

40 

 4-3 
動作の軽快さ・連

携 

地図表示・テーマ切替の

軽快さ、外部連携や多言

語等の付加的工夫がある

か 

40 

 4-4 庁内ＧＩＳ連携 

庁内（統合型）ＧＩＳか

ら公開型ＧＩＳへのデー

タ連携・移行をスムーズ

に行えるか 

20 

 

 
項目計 160 

5.見た目・デザイン 

  5-1 配色・配置 

項目配置や色使い等、誰

もが利用しやすいユニバ

ーサルなデザインである

か 

40 

 5-2 
市のサービスとし

ての表現 

利用者に本市のサービス

であることが伝わりやす

い工夫がされているか 

30 

 5-3 カスタマイズ性 

トップページ（ポータ

ル）を本市ニーズに合わ

せ自由にカスタマイズで

きるか 

40 

  

  
    項目計 110 

6.市職員（管理者）の操作性・データ更新  

 6-1 
職員にとっての分

かりやすさ 

管理者にとってわかりや

すい操作性が確保され、

専門知識がなくても運用

できるか 

 40 

 6-2 更新の容易さ 

職員が地図データ・コン

テンツを簡単に追加・更

新・公開できる仕組みか

（公開前承認の仕組み等

を含む） 

50 

 

 
    項目計 90 



 

 

 

 

7. セキュリティ・信頼性 

  7-1 
認証・データセン

ター 

公的認証等に基づくセ

キュリティの考え方、

信頼性の高いデータセ

ンターを用いているか 

 20 

 7-2 サイバー攻撃対策 

Ｄｏｓ攻撃等の外部攻

撃に対する対策が明記

されているか 

20 

 

 
  項目計 40 

8. 運用・保守サポート 

  8-1 ヘルプデスク 

操作等の問合せ窓口

（ヘルプデスク）が明

確に提案されているか 

 30 

 8-2 定着支援・継続性 

研修／マニュアル整

備、バージョンアッ

プ、契約終了時のデー

タ取扱いが提案されて

いるか 

20 

  

  
    項目計 50 

9. 非機能要件（適合度）／事務局が事前採点 

事務局採点 9-1 稼働率・復旧目標 

稼働率 99.5%、ＲＰＯ

／ＲＴＯ／ＲＬＯ等の

継続性要件への適合状

況 

 30 

事務局採点 9-2 処理量・拡張性 

想定ユーザ数・同時ア

クセス数・将来拡張へ

の適合状況 

30 

事務局採点 9-3 
監視・バックアッ

プ・サポート 

監視／バックアップ、

パッチ適用、サポート

体制・報告等への適合

状況 

20 

事務局採点 9-4 基盤・分散保管 

データセンター信頼

性、遠隔地保管等の災

害対策への適合状況 

20 

  

  
    項目計 100 

10.価格 

事務局採点 

 

 
様式７と様式８の

費用の合計 
項目計 80 

確認項目 1～9 の合計点（900 点満点）×0.8 

＋確認項目 10（80 点満点） 
評価点合計 800 



※ 企画提案の項目それぞれについて、次の５段階評価により評点を計算する。 

 〔A 特に良い〕評点×1.0 〔B 良い〕評点×0.75 〔C 普通〕評点×0.5 

〔D やや劣る〕評点×0.25 〔E 劣る〕評点×0 点 

   ※ 事務局採点：No.1-1,1-2,9-1,9-2,9-3,9-4,10 

   ※ 価格点算出式：価格点＝８０点×（最低提案見積価格／提案見積価格） 

ア 選定手順 

（ア）審査基準の評価項目に基づき事務局及び各審査委員が採点を行い、評価点合 

計が最高得点の提案者を優先交渉権者として選定する。ただし、評点の合計 

が最も高い提案者が複数あった場合は、審査会の議決により選定する。 

（イ）提案者が１者の場合であっても、審査は行うものとし、審査の結果、提案内  

容が基準を満たしていると認められた場合には、その提案者を優先交渉権者 

として選定する。 

（ウ）全提案者の評価点数が、満点（８００点）の６割に満たない場合は不調とし、 

改善事項を書面により提出させ、再度審査委員会を開催するものとする。 

イ 失格事項 

（ア）提出書類に虚偽の記載をした場合 

（イ）提案する金額が、当該業務の見積限度額を超えるとき。 

（ウ）本実施要領に違反すると認められた場合 

（エ）審査の透明性・公平性を害する行為があった場合 

（オ）前各号に定めるもののほか、著しく審査及び選定を害する行為がある場合 

ウ 結果通知 

審査結果については、書面により通知する。 

※優先交渉権者とならなかった提案者は、通知文を受け取った日の翌日から起算

して３日（休日を除く。）以内に本市に対して説明を求めることができる。本市

は、当該提案者から説明の求めがあったときは、速やかに書面により回答する。 

エ その他 

（ア）提案者は、本事業の従事予定者と各製品のメーカーの担当者の計５名以内 

とする。 

（イ）プレゼンテーションにおいて、パソコン等の機器及びインターネット環境 

は提案者側で準備すること。（ＨＤＭＩ接続による大型投影機は市で準備す 

る。） 

（ウ）パソコン（パワーポイント等）を使用してプレゼンテーションを行う場合 

の資料（データ）は、「１０ 企画提案書等の作成及び提出（２）②」の

企画提案書と同様のもの又は概要版によるものとする。 

（エ）企画提案書の提出期限後の資料の追加は、認めないものとする。ただし、 

市が追加資料の提出を求めたものについては、この限りでない。 

（オ）審査結果に関する異議は、一切受け付けない。 


